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品」の 16 年度下期の取組実績は、約 5万 3,200 件、約 2兆 600 億円となりました。 

ｄ．その他 

財務内容が良好な中小企業の起債ニーズへ対応すべく、純資産額 1億円以上 5億円未

満の法人に対する「小口銀行保証付私募債」の 16 年度下期の取組実績は、約 130 億円

となりました。 

また、取引の裾野を拡大することを目的に 16 年 12 月に川崎市信用保証協会との提携

商品「クイック保証」の取扱を開始し、17 年 2 月には東京都信用保証協会との提携商

品である「プレミアム提携保証」の取扱を開始する等、17 年 3 月末迄の累計で 10 地域

信用保証協会、15 提携商品の取扱となり、これらの提携商品の 16 年度下期の取組実績

は約 500 億円となりました。 

 

(5) 公的資金の一部返済について 

当社は、整理回収機構にお引受けいただいております公的資金の一部を前倒しで返済

いたしました。 

具体的には、第一種優先株式及び第三種優先株式の一部（合計 2,010 億円）に関し、

整理回収機構を通じ預金保険機構に対しまして、普通株式への転換及び転換後の普通株

式の処分について申出を行い、16 年 9 月 30 日に承認いただきました。 

本件により、同日付で転換された普通株式につきましては、16 年 11 月 2 日に売却が

完了した旨、預金保険機構より公表されております。なお、16 年 11 月 2 日、当社は東

証 ToSTNeT-2（終値取引）により、対当する自己株式の買付を実施いたしました。 

 

(6) 配当政策の状況及び今後の考え方 

当社におきましては、これまでも業務の再構築、リストラによる更なる経費効率化、

財務基盤の強化等を実現してまいりましたが、一層の収益力強化を着実に実施し、内部

留保を蓄積することにより、TierⅠ資本を質・量共に充実させることを基本方針として

おります。 
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17 年 3 月期の配当につきましては、当行の当期損益が不良債権処理損失の増加から

計画比大幅に下振れ、当社連結決算も赤字となりましたことから、1株当たりの普通株

式配当を当初業績予想及び現計画対比 1,000 円減配し、3,000 円といたしました。当社

といたしましては、グループ全体の経営安定性確保の観点から社外流出を抑制する必要

がある一方、17年 3月期においても十分な配当可能利益を確保していることも踏まえ、

安定配当の観点より 3 年連続の据え置きとしたものであります。なお、17 年 3 月期中

に公的資金 2,010 億円の買入を実施した一方、17 年 3 月には 2,100 億円の社債型優先

株による資本増強を図りましたことから、17年3月末の当社連結自己資本比率は9.94％

を確保しております。 

今後とも、グループ収益力を早期に強化し、自己資本の一層の充実を図った上で、株

主重視の考え方に則った配当方針を展望してまいります。 

 

(7) 当期利益の計画比大幅未達について 

［17年3月期について当期利益の実績が経営健全化計画の計画値より下振れした理由］ 

当行における 17 年 3月期の当期利益は、1,368 億円の損失と経営健全化計画におけ

る当期利益の計画値 2,500 億円を 3,868 億円下回る結果となりました。これは、計画策

定時の想定を上回ってデフレが長期化する中、不良債権問題に決着をつけ、18 年 3 月

期以降の与信関係費用を巡航速度化し、確実に業績回復が果たせるよう、17 年 3 月期

に不良債権及び債務者の金融支援目的で過去に取得した優先株式等に係る財務上の抜

本的な処理を行ったことによるものであります。 

具体的には、①金融再生プログラムの趣旨等も踏まえ、オフバランス化を促進したこ

とや、従来以上に保守的なスタンスに立脚した将来リスクへの対応強化を行った結果、

与信関係費用が計画値を 5,048 億円上回ったこと、②さらに、債務者の金融支援目的で

過去に取得した優先株式について、将来リスク削減の観点から償却コストを 2,115 億円

計上したこと、の２つが当期利益の下振れの主因であります。 

 




